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【 請 求 項 １ 】
　 そ れ ぞ れ 異 な る 場 所 の 複 数 の 医 療 機 関 内 で 生 成 さ れ た 個 人 の 医 療 情 報 に 対 す る 依 頼 情 報
を 端 末 手 段 に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
　 該 入 力 さ れ た 依 頼 情 報 を 前 記 端 末 手 段 か ら 通 信 手 段 を 介 し 、 そ の 依 頼 情 報 を 前 記 医 療 情
報 を 記 憶 す る デ ー タ ベ ー ス 手 段 に 転 送 し 、 そ の デ ー タ ベ ー ス 手 段 に 記 憶 さ れ た 医 療 情 報 の
中 か ら 前 記 依 頼 情 報 と 対 応 す る 所 定 の 情 報 を 検 出 す る ス テ ッ プ と
　 記 検 出 さ れ た 所 定 の 情 報 を 前 記 依 頼 情 報 を 入 力 し た 端 末 手 段 に 転 送 す る 処 理 を 実 行 す
る ス テ ッ プ と
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 医 療 情 報 管 理 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 そ れ ぞ れ 異 な る 場 所 の 複 数 の 医 療 機 関 内 で 生 成 さ れ た 個 人 の 医 療 情 報 に 対 す る 依 頼 情 報
を 端 末 手 段 に 入 力 す る 手 段 と 、
該 入 力 さ れ た 依 頼 情 報 を 前 記 端 末 手 段 か ら 通 信 手 段 を 介 し 、 そ の 依 頼 情 報 を 前 記 　 医 療 情
報 を 記 憶 す る デ ー タ ベ ー ス 手 段 に 転 送 し 、 そ の デ ー タ ベ ー ス 手 段 に 記 憶 さ れ た 医 療 情 報 の
中 か ら 前 記 依 頼 情 報 と 対 応 す る 所 定 の 情 報 を 検 出 す る 手 段 と
　 記 検 出 さ れ た 所 定 の 情 報 を 前 記 依 頼 情 報 を 入 力 し た 端 末 手 段 に 転 送 す る 処 理 を 実 行 す
る 手 段 と
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 医 療 情 報 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 処 理 実 行 手 段 は 、 前 記 検 出 さ れ た 所 定 の 情 報 が そ の 所 定 の 情 報 の 主 体 で あ る 個 人 の
承 諾 を 得 て い る か ど う か を 判 定 す る 手 段 と 、
　 該 判 定 が 前 記 個 人 の 承 諾 を 得 て い る 場 合 に 限 り 、 前 記 所 定 の 情 報 に 基 づ い た 医 療 相 談 、
服 薬 助 言 、 紹 介 状 発 行 依 頼 、 疾 病 リ ス ク 分 析 を 含 む サ ー ビ ス を 実 行 す る 手 段 と
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 医 療 情 報 管 理 シ ス テ ム 。
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